
企画競争提案説明書 

 

 令和７年札幌市告示第 2156 号に基づく企画競争については、札幌市契約規則、札幌市役

務契約に係る企画競争実施要領その他関係法令等に定めるもののほか、この提案説明書に

よるものとする。 

 

１ 告示日  

  令和７年５月 23 日 

 

２ 契約担当部局 

〒 060－0051  札幌市中央区南１条東１丁目 大通バスセンタービル１号館５階 

札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課（電話 011-211－2942） 

メールアドレス kodomo.kenri@city.sapporo.jp 

 

３ 企画競争に付する事項 

⑴ 役務の名称  「令和７年度子どもの職業体験事業」企画運営業務 

⑵ 目 的 

   小学校高学年（５・６年生）の子どもが、職人等の個人事業主や企業（以下「企業

等」という。）を訪問し、そこで働く大人から仕事に関わる話を聞いたり、実際に仕事

を教わったりする職業体験の機会を提供することで、子どもたちが社会や職業への関

心を高め、将来を考える大切さに気付く機会とし、子どもの「豊かに育つ権利」や「自

分らしく生きる権利」の保障を体現することを目的とする。 

⑶ 業務内容等  別紙仕様書のとおり 

⑷ 履行期間   契約締結日から令和８年３月 31 日まで 

⑸ 予算額(事業規模) 

   ６，３００，０００円(消費税及び地方消費税を含む。） 

上記予算額は、あくまで事業規模を示したもので、契約金額の上限額となる予定価格

では無いことに留意すること。 

 

４ 企画競争参加資格 

⑴ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

⑵ 令和４～７年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）において、「(大分類)

一般サービス業、(中分類)情報サービス、研究・調査企画サービス業」に登録され

ている者であること。 

⑶ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による

再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状

態が著しく不健全な者でないこと。 

⑷ 事業協同組合等の組合がこの企画競争に参加する場合は、当該組合等の構成員が、

構成員単独での参加を希望していないこと。 

⑸ 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている

期間中でないこと。 



⑹ 札幌市内に本社又は支店等の拠点を有し、札幌市内で事業を実施することができ

ること。 

 

５ 企画提案を求める項目 

   企画提案書は、別紙仕様書に基づき、以下の内容について作成すること。 

⑴ 体験プログラムの職業（300 名の参加枠を確保する観点で 30 種類以上） 

⑵ 職業体験を実施する企業等の開拓方法（折衝方法や募集の手法等） 

⑶ 職業体験プログラムの企画案（サンプルとして異なる職業で３案。プログラムは２

時間半程度とし、具体的な体験内容と行程がわかるもの。） 

⑷ 子ども、保護者、企業に対する各アンケートの設問案 

⑸ 業務スケジュール・業務体制（本業務に類似・関係等のある過去の業務実績、着実 

に実施できる業務スケジュール・業務体制を示すこと。） 

⑹ 法人の概要が分かるもの 

⑺ 参考見積書 

Ａ４判片面（書式及び枚数は自由）とする。人件費（社会保険料などの法定福利費 

を含む。）及び諸経費等の積算根拠が分かるように作成すること。 

 

６ 提案説明書等に関する質問 

⑴ 提案説明書等に関する質問書の受付 

提案説明書、業務仕様概要その他本企画競争に関する手続に関して質問がある場合

は、次のとおり書面又は電子メールにて質問書（様式１のとおり）を提出すること。 

ア 提出期限   令和７年６月６日（金）17 時 15 分まで(送付にあっては必着) 

イ 提出場所 

質問事項を簡潔にまとめた書面を持参若しくは送付又は電子メールにより、次に

掲げる場所あてに提出すること。なお、ＦＡＸによる提出は認めない。 

(ｱ) 持参又は送付の場合  上記２と同じ 

(ｲ) 電子メールの場合   

次のメールアドレスあてに送信すること。なお、メールの件名を「『令和７年度

子どもの職業体験事業』企画運営業務に関する質問」とすること。 

メールアドレス：kodomo.kenri@city.sapporo.jp 

ウ 質問に対する回答 

質問に対する回答については、令和７年６月 10 日 （火）以降一括して次のＵＲＬ

のホームページに掲載する。 

https://www.city.sapporo.jp/kodomo-mirai/nyuusatsu/ikusei.html 

 

７ 参加手続き等 

(1) 参考意向申出書の提出等 

 ア 提出期限   令和７年６月 13 日（金）17 時 15 分まで(送付にあっては必着)  

   イ 提出書類   参加意向申出書（様式２のとおり）    

  ウ 提出場所 



    上記６(1)イと同じ。なお、電子メールにより提出する場合は、上記２あてに電子

メールにて提出することを申し出たうえで、差出人アドレスは札幌市競争入札参加

資格（物品・役務）に登録されている見積依頼用メールアドレスとすること。 

エ 参加資格結果通知 

  上記イの提出書類の内容を精査し、上記アの提出期限から５日以内を目途に参加

資格審査結果を通知する。 

オ 参加資格が認められなかった者に対する理由の説明要求 

上記エにより参加資格が認められなかった者は、通知書到達日の翌日から起算して

10 日以内(休日を除く。)に、その理由の説明を書面(様式自由)により求めることが

できる。なお、当該書面の提出は持参又は電子メール(送信要件は上記ウの後段と同

じ。)によること。 

⑵ 提案書類の提出等 

 ア 提出期限   令和７年６月 20 日（金） 17 時 15 分まで(送付にあっては必着)  

   イ 提出書類 

   (ｱ) 提案書(任意様式) 

   (ｲ) 別記１「提案書評価基準」に示した「評価(審査)に係る提出書類」 

  ウ 提出方法 

    持参又は送付とし、紙面正本１部、副本８部のほか電子記録媒体(ＤＶＤ等)１枚

を添えて提出すること。なお、送付の場合は、簡易書留やレターパックなど配達記

録や追跡サービス付きのものにより提出期限までに必着するよう送付すること。 

    また、正本にのみ、提案事業所の名称、事業所の所在地、代表者の記名、責任者

の氏名、電話番号、ＦＡＸ番号を記載し、副本には、表紙及び中身を含め提案事業

者名を特定できる表現は一切記載しないよう黒塗りなどの措置を行うこと。 

  エ 提案書類の作成及び提出にあたって留意事項 

(ｱ) 提案は簡潔明瞭に作成すること。 

(ｲ) 文章を補完するためのイメージ図・イラスト等の使用は可とする。 

(ｳ) 提案書類の提出は１者につき１案のみとする。 

(ｴ) 提出後の差替え、変更、再提出及び追加(下記(ｶ)の場合を除く。)は認めない。 

(ｵ) 提案書類の作成及び提出等に係る費用は提案者の負担とする。 

(ｶ) 提案書類の提出後、契約候補者選定の作業にあたり、補足資料を求めることが

ある。 

 

８ 提案書類の審査(契約候補者の選定) 

 ⑴ 契約候補者の選定方法 

 提案書類は、本市関係部局の関係職員７名からなる本企画競争に係る実施委員会に

おいて、次号に基づき委員個々に評価項目毎に評価点を採点し、その合計値が最低評

価基準点(※②)以上を満たすもののうち最も高い合計値の者を契約候補者とする。 

⑵ 審査(評価)方法（評価基準） 

ア 審査(評価)は、有効な提案書類(下記９ 「提案の無効」に該当しないもの)に基づき

行う。 



イ 審査(評価)は、次のとおり２つの分類にそれぞれ配点して行う。なお、分類毎の具

体的な評価項目及びその評価(採点)基準については、別記１の「提案書評価基準」に

よる。 

分類１ 履行実績等 満点 70 点(配点 10 点×委員７名※①) 

分類２ 企画提案   満点 630 点(配点 90 点×委員７名※①) 

      計(合計値)  満点 700 点(最低評価基準点(※②)420 点※①) 

※① 審査(評価)事務を円滑にかつ早期に審議する目的から、評価点等の満点にあ

っては、評価に携わった実際の委員(出席者)数によって変動する場合ある。 

※②  「最低評価基準点」は、エ-(ｲ)で後述する有効な提案書類を提出した提案者

が１名であった場合に、契約候補者として選定する際の評価点の最低要件(当

該評価点未満であった場合は契約候補者として選定せず。)をいう。 

ウ 審査(ヒアリング審査) 

  審査対象者に対して次のとおりヒアリングを行う。 

 (ｱ) 開催場所及び方法 

   審査対象者に対し別途（開催時期は令和７年６月下旬以降を予定）通知する。 

(ｲ) ヒアリング審査にあたっての留意事項 

  ａ ヒアリング審査は、提案者名を伏せて行うため、声掛けや提案書類において

は、提案者名を匿名や黒塗りなど必要な措置を行う。 

ｂ ヒアリングの際に使用する資料等は、上記７(2)に基づき提出された提案書類

のみとする。 

ｃ 出席者は３名までとし、そのうちの１名は業務履行終了までの間の本市との

連絡調整担当又は予定業務責任者(いずれも提案者の指揮命令下にある者に限

る。)とすること 

ｄ ヒアリングは１提案者あたり３０分(準備・説明15分＋質疑応答15分)とし、

順次提案者個々に行う。 

ｅ ヒアリングにあたっては、資料等を含め提案者名の商号等を伏せて匿名で行

いますので、留意願います。 

エ 契約候補者の決定にあたっての留意事項 

 (ｱ) 契約候補者となるべき評価点の同じの者が２名以上いる場合は、次に掲げる事

項の順に契約候補者の選定を行う。 

  ａ ８⑵イの後段に記す別記１の「提案書評価基準」にて指定されている「選定

に係る特定評価項目」の評価点(合算値)が最も高い者を優先に選定する。 

  ｂ 上記ａにおいてもなお評価点(合算値)の同じの者が２名以上いる場合は、抽

選により契約候補者を選定する。 

(ｲ) 有効な提案書類を提出した提案者が１名であった場合には、ヒアリングの結果、

評価点(合算値)が最低評価基準点以上を獲得した場合にのみ、契約候補者とし

て選定する。 

オ 一次審査(書類審査) 

提案書類の審査事務を円滑に進める目的から、上記ウの審査(ヒアリング審査)の 

前段において、有効な提案書類をもとに審査(評価)し、上位と評価された者５名を、



上記ウの最終審査(ヒアリング審査)対象者として選定する。ただし、審査対象者が

５名以下にあっては、一次審査を省略し、審査(ヒアリング審査)に移行する。 

一次審査の結果、最終審査に移行できなかった者に対しては、その旨を別途書 

面により通知する。なお、当該審査結果に疑義がある者は、通知書到達日の翌日か

ら起算して３日以内(休日を除く。)に、疑義の申立てを書面(様式自由)により求め

ること(提出方法は７⑴オと同じ。)ができる。 

 ⑶ 選定結果の通知 

   上記⑴及び⑵に基づき契約候補者を決定したときは、速やかに提案者全員に対し、

その結果を書面(提案者名、上記⑵イに基づく採点(合計値及び分類毎の採点)その他必要な
事項を記した「企画競争選定結果調書兼通知書」)により通知する。なお、当該審査結果

に疑義がある者は、通知書到達日の翌日から起算して３日以内(休日を除く。)に、疑

義の申立てを書面(様式自由)により求めること(提出方法は７⑴オと同じ。)ができ

る。 

 

９ 提案の無効 

次に掲げる提案は無効とする。 

⑴ 本説明書に示した参加資格のない者がした提案、提案に関する条件に違反した者が

した提案その他札幌市契約規則第 11 条第２号(押印部分を除く。)及び第４号から第

７号までの規定(この場合「入札書」とあるのは「提案書類」と、「入札」とあるのは

「提案」と読み替える。)のいずれかに該当した提案 

⑵ 積算額(参考見積額)が上記３⑸の予算額(事業規模)を超える提案 

⑶ ヒアリングに出席しなかった者がした提案 

⑷ 提出書類に虚偽の記載をした者がした提案 
⑸ 上記７⑵アの提案書類の提出期限日以後、契約の相手方として正式に決定するまで

の間に上記４の参加資格を満たさなくなった者がした提案 

 

10 提案書類の取扱い 

 ⑴ 提出された提案書類は、本企画競争における契約候補者の選定作業のほか、契約手

続及び業務履行の際の確認作業(随意契約の相手方のものに限る。)以外の目的では使

用しない。 

⑵ 提案に関する評価結果を除き、提出された提案書類その他本企画競争の実施に伴い

提出された書類については、公表しないものとする。ただし、札幌市情報公開条例に基

づく公開請求や情報提供の依頼等があったときは、非公開情報を除いて、公開・提供す

る場合がある。 

 ⑶ 提出された書類は返却しない。 

 ⑷ 著作権等に関する事項 

ア 企画案の著作権は各提案者に帰属する。 

イ 札幌市が本企画競争の実施に必要と認めるときは、企画案を札幌市が利用（必要

な改変を含む。）することに許諾するものとする。この場合は、あらかじめ提案者に

通知するものとする。 

ウ 提案者は、札幌市に対し、提案者が企画案を創作したこと及び第三者の著作権、

著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するもので



はないことを保証するものとする。 

エ 企画案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、

提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ委託者に何

らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

11 契約手続き 

上記８に基づき契約候補者を決定したときは、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16

号）第 167 条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約の手続きを次のとおり行う。 

 ⑴ 契約候補者との協議 

   本企画競争に係る役務の調達に関する詳細(業務仕様書の策定等)について協議を行

う。なお、協議によっては、採用した提案内容のうち評価対象項目以外で企画競争の

実質を損なわない範囲において、提案内容を変更することがある。 

 ⑵ 見積書の提出 

   上記⑴の協議成立後、所定の随意契約手続きを経たうえで契約候補者に対し、当該

役務の調達に係る正式な見積書の提出を依頼する。 

⑶ 契約の締結 

上記(2)に基づき提出された見積書が、別途定める予定価格(契約金額の上限額)の制

限の範囲内の見積額の提示があったときに、所定の手続きを経たうえで契約書を取り

交わす。 

⑷ 役務契約に係る標準契約約款 

   別添１参照 

 ⑸ 契約保証金 

   契約金額の１００分の１０以上の額(免除規定を適用する場合有り) 

 

12 スケジュール 

 ⑴ 公募開始               ５月 23 日（金） 

⑵ 質問書提出期限            ６月６日（金） 

⑶ 参加意向申出書            ６月 13 日（金） 

⑷ 企画提案書提出期限          ６月 20 日（金） 

⑸ 審査（ヒアリング）          ６月下旬から７月上旬を予定 

                      ※詳細は申込者に別途通知する 

⑹ 結果通知               ７月上旬を予定 

⑺ 事業開始               ７月中旬を予定 

 

13 その他 

 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本円 

⑵ 異議の申立て  

提案者は、提案後、図面、設計図書、仕様概要及び関係書類並びに現場等についての

不明を理由として異議を申し立てることはできない。 



　別記１　提案書評価基準

採点
ａ

加重
評価ｂ

配点
a×b

評価(審査)に係る提出書類

１ 類似業務実績 最高 10点 － 10点
・契約書その他発注者が作成した契約を証する書面(発注
書等)の写し(労働者派遣など発注者の指揮命令下のもと履
行されるものを除く。)

履行実績等計 10 点 10点

１ 業務内容の理解度(5段階評価)
最高 10点 － 10点 業務の目的、条件、内容を正確に理解し、反映した提案内容になっているか

２ 業務の実施体制(5段階評価)
最高 10点 － 10点

企画提案内容を確実かつ迅速に実施できる運営体制やスケジュールは十分
なものとなっているか

３ 職業の選定(５段階評価 )
    (※１ 選定に係る特定評価項目) 最高 10点 － 10点

職業は次世代育成の観点や人材不足分野などバランスが取れたものとなって
いるか

４ 新規企業の開拓(５段階評価 )
    (※１ 選定に係る特定評価項目) 最高 10点 ×2倍 20点

①提案の適格性(適切な着眼点、解決方法等の提示)、②提案の実現性(技術
面、人員配置方法、他の提案内容との整合性)

　　 　企画提案書(任意様式)その他提案説明書に記載の書類

５ 職業体験プログラム(５段階評価 )
    (※１ 選定に係る特定評価項目) 最高 10点 ×2倍 20点

職業体験プログラム(案)は、企業等と共同し、参加者の興味・好奇心を刺激
し、将来への夢を描けるようなものとなるよう工夫がされているか

6  アンケート内容の提案(５段階評価)
           (※１ 選定に係る特定評価項目) 最高 10点 ×1.5倍 15点 アンケートの設問内容は成果やニーズが確認できるものとなっているか。

7 プレゼンテーション能力(５段階評価) 5 点 － 5点 実施内容に明確性、意欲、熱意はあるか

企画提案内容計 65 点 － 90点

100点

700点

※１ 「選定に係る特定評価項目」は、契約候補者となるべき評価点の同じの者が２名以上いる場合に、候補者の選定にあたり評価点の合算値をもって優越を比較する項目を示す。

※２ 審査(評価)事務を円滑にかつ早期に審議する目的から、評価点の満点等にあっては、評価に携わった実際の委員(出席者)数によって変動する場合がある。

〔最低基準評価点420点〕

Ⅱ
　
企
画
提
案

Ⅰ
　
履
行
実
績
等

委員７人(※２)による総配点数(A×７人)

委員１人当たりの配点合計(A)

評価項目 評価基準(着眼点)

過去に当該企画運営業務と同種・類似の事業実績があり、経験やノウハウが
あるか

〔５段階評価〕

特に優れている・・・１０点

優れている ・・・・８点

普 通 ・・・・６点

やや不十分 ・・・・４点

不 十 分 ・・・・２点
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（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書（設

計図、見本等を含む。以下同じ。）に従い、この契約（この約款及び仕様書を内容とする役

務契約をいう。以下同じ。）の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなけ

ればならない。 

２ 受託者は、役務（この契約に基づき履行する役務をいう。以下同じ。）を、この契約の履

行期間内において履行するものとし、委託者は、履行が完了した役務に対し、契約金額を

支払うものとする。 

３ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 

４ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

５ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

６ この約款に定める承諾、通知（第９条第２項を除く。）、請求、指示、催告、表示及び解除

は、原則として書面にて行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 受託者は、役務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（契約保証金） 

第３条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、

委託者が、札幌市契約規則（平成４年規則第９号）第25条の規定に基づき契約保証金の納

付を免除した場合は、この限りでない。 

２ 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第４条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継

させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。 

（再委託の禁止） 

第５条 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。ただし、役務

の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでは

ない。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定により役務の一部を第三者に委託しようとするときは、

あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 

３ 委託者は、前項の承諾にあたり、受託者に対して、受託者が第１項の規定ただし書の規

定により役務の一部を委託する第三者の商号又は名称、住所、委託する役務の範囲、その

他必要な事項の通知を求めることができる。 

４ 受託者は、第１項及び第２項の規定により役務の一部を第三者に委託した場合、委託者

に対し、当該委託に基づく当該第三者の受託に係る全ての行為について責任を負うものと

する。 

（監督等） 

第６条 委託者は、適正な役務の遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を

行い、この契約の履行を確保するものとする。 

２ 受託者は、前項の規定による委託者の監督を受け、委託者から役務改善命令等がなされ

sb21053
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た場合には、その補正等の措置をしなければならない。 

（委託者に対する損害賠償） 

第７条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損

害を与えた場合には、第13条の２の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、委託者の定

めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。 

（第三者に対する損害賠償） 

第８条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損

害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。 

（検査等） 

第９条 受託者は、役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければなら

ない。 

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内（以下

「検査期間」という。）に受託者の立会のもとに役務内容の検査（以下「完了検査」という。）

を行い、その結果を受託者に通知するものとする。 

３ 受託者は、完了検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなけ

ればならない。この場合の補正の完了の通知及び検査については、前２項の規定を準用す

る。 

（契約金額の支払） 

第10条 受託者は、完了検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内（以下

「約定期間」という。）に前項の契約金額を支払わなければならない。 

３ 委託者がその責めに帰すべき事由により検査期間内に完了検査をしないときは、その期

限を経過した日から完了検査の結果を通知した日までの期間の日数は、約定期間の日数か

ら差し引くものとする。この場合において、その差し引く日数が約定期間の日数を超える

ときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。 

４ 委託者は、この契約の履行に際して、一部履行しない役務がある場合には、第１項の契

約金額から当該履行しない割合に相当する金額を減額することができる。 

５ 委託者は、受託者が委託者に損害を与えたときには、委託者と受託者との協議成立まで

の間、第１項の契約金額の支払を保留することができる。 

（履行遅延の場合における違約金等） 

第11条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができない場

合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。 

２ 前項の違約金の額は、契約金額につき、履行期間満了日の翌日から完了検査（第９条第３

項で準用する場合を含む。）に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用され

る政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に

基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和 24年 12 月大蔵省告示第 991 号）にお

いて定める割合（以下「違約金算定率」という。）で計算した額（100 円未満の端数があると

き、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）とする。ただ

し、遅延日数は、当該完了検査に要した日数を除くものとする。 
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３ 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第１項の違約金は、その分割量に応ずる

契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられない

ときは、この限りでない。 

４ 受託者は、天災その他の受託者の責めに帰することができない事由により履行期間内に

役務の履行ができないときは、委託者と協議のうえ、履行期間の延長を行うことができる。

ただし、役務の性質上、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を

達することができない場合においては、この限りでない。 

５ 委託者の責めに帰すべき事由により、前条第２項の規定による契約金額の支払が遅れた

場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、違約金算定率で計算した

額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。 

（談合行為に対する措置） 

第12条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金

額の10分の２に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による役務が完

了した後においても、同様とする。 

(1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条に規定

する排除措置命令（排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第１項に

規定する納付命令）が確定したとき。 

(2) 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６の

規定に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）したとき。 

(3) 前２号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法

又は刑法第96条の６の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。 

２ 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。 

３ 前２項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

（契約の解除等） 

第13条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその

履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念

に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 履行期間内に役務の全部又は一部を履行しないとき。 

(2) 第９条第３項の規定に基づき、委託者が指示した期間内に補正しないとき。 

(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。 

２ 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をするこ

とができる。 

 (1) 役務が履行不能であるとき。 

 (2) 役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 役務の一部の履行が不能である場合又は役務の一部の履行を拒絶する意思を明確に

表示した場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達することがで

きないとき。 
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 (4) 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないで

その期間を経過したとき。 

 (5) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項及び第２項の規定によ

り一般競争入札に参加することができなくなったとき。 

 (6) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違

反する行為をしたとき。 

 (7) 第４条の規定に違反し、委託者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡した

とき。 

 (8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。 

   イ 役員等（受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している

者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所（常時契約を締

結する事務所をいう。）の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が

団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下

この号において同じ。）が、暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成

25年条例第６号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号において同

じ。）又は暴力団員（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第２号に規定す

る暴力団員をいう。以下この号において同じ。）であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる

とき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしていると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

ヘ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約（トにおいて「関連

契約」という。）の相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、

当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合

（ヘに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めた

にもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。 

チ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したと

き。 

(9) 前各号に掲げる場合のほか、委託者が前項の催告をしても、契約の目的を達するの

に足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難

い重大な事由があると認められるとき。 
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３ 委託者は、第１項又は前項（第８号を除く。）の規定により契約を解除した場合におい

て、受託者が既に完了した部分の役務において提供を受ける必要があると認めたときは、

当該完了部分の完了検査を行い、当該検査に合格した役務の提供を受けることができる。

この場合、委託者は、当該提供を受けた役務の完了部分に相当する契約金額を受託者に支

払わなければならない。 

４ 受託者は、第１項又は第２項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が生ず

ることがあっても、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。 

５ 第１項各号又は第２項各号（第８号を除く。）に定める場合が、委託者の責めに帰すべき

事由によるものであるときは、委託者は、第１項又は第２項の規定による契約の解除をす

ることができない。 

（契約が解除された場合等の賠償金） 

第 13条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は、契約金額の 100 分の

 10 に相当する金額（委託者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損害

額）を賠償金として請求することができる。 

 (1) 前条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除された場合 

 (2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第 7

5 号）の規定により選任された破産管財人 

  (2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年法律

第 154 号）の規定により選任された管財人 

 (3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年法律

第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金が納付されているときは、委託者

は、当該契約保証金をもって第１項の賠償金に充当することができる。 

（契約解除に伴う措置） 

第 13条の３ 受託者は、第 13条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、貸与品、

支給材料等（使用済み部分を除く。以下同じ。）があるときは、遅滞なくこれらを委託者に返

還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受託者の故意又は過失

により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代

えてその損害を賠償しなければならない。 

２ 受託者は、第 13 条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、委託者が所有又は

管理する履行場所（以下「履行場所」という。）に受託者が所有する器具、材料その他の物品

があるときは、遅滞なく当該物品等を撤去（委託者に返還する貸与品、支給材料等について

は、委託者の指定する場所へ搬出。以下同じ。）するとともに、履行場所を原状に復して委託

者へ明け渡さなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は

履行場所の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物品等を処分し、履
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行場所の原状回復を行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は原状

回復について異議を申し出ることはできず、また、委託者が処分又は原状回復に要した費用を

負担しなければならない。 

４ 第１項及び第２項に規定する受託者が行う原状回復等の期限及び方法については、委託者が

指示するものとする。 

（契約保証金の返還） 

第14条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての役務を完了し、完了検査に合格したときは、

契約保証金を返還しなければならない。 

（裁判管轄） 

第15条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。 

（個人情報の保護） 

第 16 条 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、

別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

（その他） 

第17条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法（昭和22

年法律第49号）、最低賃金法（昭和34年法律第137号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第

57号）その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。 

２ 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契約

状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。 

３ この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協

議のうえ定めるものとする。 


